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(54)【発明の名称】 無機又は有機ＥＬパネル

(57)【要約】
【課題】従来の無機又は有機ＥＬパネルの構造では背面
に光が漏れて正面への光量が不足していた。また、複数
の発光色の異なる発光体を個々に制御することが出来な
い構造であった。また、従来のパネルの構造では背面の
光がパネル内部に進入して正面の表示画像に写り込む現
象が発生した。
【解決手段】本発明においては、２枚のガラス板の背面
に当たる一方のガラス板に設ける電極に光を反射する反
射膜を設ける方式および、背面に当たる一方のガラス板
の外側に当たる面に光を反射する反射膜を設ける。ま
た、パネル内部に発光体を囲むように遮光および絶縁膜
を設けることにより、隣接する発光体の発光色の干渉を
防止する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の間に発光体を挟んだ一方のガラス板の外側面
に反射膜を設けたことを特徴とする無機又は有機ＥＬパ
ネル。
【請求項２】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の間に発光体を挟んだ一方のガラス板の電極面
に反射膜を設けたことを特徴とする無機又は有機ＥＬパ
ネル。
【請求項３】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の間に設けられた発光体はパネル周辺に配置さ
れた陽極配線および陰極配線とそれぞれ対を成すように
接続され、個々に所定の電圧を印加できる構造を有する
ことを特徴とする無機又は有機ＥＬパネル。
【請求項４】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の間に設けられた発光体は絶縁スペーサ膜で分
離される構造を有することを特徴とする無機又は有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項５】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板のどちらか一方に金属を蒸着した反射皮膜を設
けて、発光体が発光した光を表示面側に反射する構造を
有することを特徴とする無機又は有機ＥＬパネル。
【請求項６】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の裏面側に金属を蒸着した反射皮膜を設けて、
発光体が発光した光をガラス板の裏面側への透過を防止
する反射膜を形成した構造を有することを特徴とする無
機又は有機ＥＬパネル。
【請求項７】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の裏面側に反射用皮膜を塗装によって設け、発
光体が発光した光を表示面側に反射する構造を有するこ
とを特徴とする無機又は有機ＥＬパネル。
【請求項８】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
ガラス板の裏面側に反射用皮膜を塗装する事によって設
け、発光体が発光した光をガラス板の裏面側への透過を
防止する反射膜を形成した構造を有することを特徴とす
る無機又は有機ＥＬパネル。
【請求項９】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚の
どちらか一方のガラス板の裏面側に反射皮膜を施した反
射用パネルを取り付け、発光体が発光した光を表示面側
に反射する構造を有することを特徴とする無機又は有機
ＥＬパネル。
【請求項１０】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚
のガラス板のどちらか一方の裏面側に反射用パネルを取
り付け、発光体が発光した光が裏面側へ透過することを
防止する構造を有することを特徴とする無機又は有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項１１】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚
のどちらか一方のガラス板の裏面側に光を反射するフィ
ルムを取り付け、発光体が発光した光を表示面側に反射
する構造を有することを特徴とする無機又は有機ＥＬパ
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ネル。
【請求項１２】無機又は有機ＥＬパネルを構成する２枚
のどちらか一方のガラス板の裏面側に光を反射するフィ
ルムを取り付け、発光体が発光した光が裏面側へ透過す
ることを防止することおよびパネル裏面の外光がパネル
内部に進入することを防止する構造を有することを特徴
とする無機又は有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は無機又は有機ＥＬパ
ネルの製造工程において、無機又は有機ＥＬ素子をパネ
ル面に形成する工程と、一方の陰極側のガラス板を製造
する工程および、一方のガラス板に陰極側の電極を形成
する方法および、ガラス板面にミラー層を形成する方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来技術では特開平１０－５０４８１号
公報、および特開平８－８０６１号公報にあるように、
基板に配置された全ての発光体を同時に発光させる構造
であった。また、パネルに設けられたミラー層は個々の
発光体毎に分離されていないため、隣接する発光体の発
光色が異なる場合には、反射光が混合されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来の無機又は有機Ｅ
Ｌパネルの構造では背面に光が漏れて正面への光量が不
足していた。また、複数の発光色の異なる発光体を個々
に制御することが出来ない構造であった。また、有機Ｅ
Ｌパネルの裏面側に発光した光が漏れる構造であった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明においては、上記
の課題を解決するために、本願発明において、２枚のガ
ラス板の背面に当たる一方のガラス板に設ける電極に光
を反射する反射膜または反射する部材を設ける方式およ
び、背面に当たる一方のガラス板の外側に当たる面に光
を反射する反射膜または反射する部材を設ける。また、
この反射膜の手前に遮光用の絶縁膜を施し、隣接する他
の発光体の反射光を遮光できる構造物を設けた。
【０００５】
【発明の実施の形態】図１から図９に本発明の実施例に
用いた無機又は有機ＥＬパネルの動作およびその構造を
説明する。
【０００６】図１および図２は無機又は有機ＥＬパネル
の動作原理図である。図３および図４は背面のガラス板
の外側面に反射膜を設けたＥＬパネルの断面図である。
図５および図６は電極の表面に反射膜を設けたＥＬパネ
ルの断面図である。図７はカラーフィルタを分割し電極
の表面に反射膜を設けたＥＬパネルの断面図である。図
８はカラーフィルタを分割し背面のガラス板の外側面に
反射膜を設けたＥＬパネルの断面図である。図９は図７
および図８のＥＬパネルの斜視図である。図１および図
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２において、１はプラス電極を形成するガラス板であ
る。２はプラス電極である。４は発光体であり、６はマ
イナス電極を形成するガラス板である。７はマイナス電
極である。１０はマイナス電極側のガラス板６の背面に
設けた反射膜である。図１はプラス電極１とマイナス電
極７の間に電圧を加えていない状態である。図２はプラ
ス電極１とマイナス電極７の間に電圧を加えた状態であ
り、発光体４に電流画流れ発光した状態である。
【０００７】図３および図４において、１はプラス電極
を形成するガラス板である。２はプラス電極である。４
は発光体である。６はマイナス電極を形成するガラス板
である。７はマイナス電極である。１０はマイナス電極
側のガラス板６の裏面に設けた反射膜である。１１はガ
ラス板１とガラス板６を接着する接着剤である。１２は
マイナス電極７の絶縁膜である。１３はオーバーコート
膜である。１４はブラックマトリックスである。１５は
カラーフィルタである。
【０００８】図５および図６において、１はプラス電極
を形成するガラス板である。２はプラス電極である。４
は発光体である。６はマイナス電極を形成するガラス板
である。７はマイナス電極である。９はマイナス電極側
に設けマイナス電極７の表面に設けた反射膜である。  
  １１はガラス板１とガラス板６を接着する接着剤であ
る。１２はマイナス電極７の絶縁膜である。１３はオー
バーコート膜である。１４はブラックマトリックスであ
る。１５はカラーフィルタである。
【０００９】図７において、１はプラス電極を形成する
ガラス板である。２はプラス電極である。３はプラス電
極用配線であり、プラス電極２とは対を成すように接続
されている。４は発光体であり、５は２枚のガラス板の
間隔を保つ為に設け光を透過し難い絶縁スペーサ膜であ
る。６はマイナス電極を形成するガラス板である。７は
マイナス電極である。８はマイナス電極用配線であり、
マイナス電極７とは対を成すように接続されている。９
はマイナス電極側に設けた反射膜である。図８におい
て、１０はマイナス電極を形成するガラス板６に設けた
反射膜９である。
【００１０】図９は図７および図８の配線パターンの部
分を拡大した斜視図であり、１はプラス電極を形成する
ガラス板である。２はプラス電極である。３はプラス電
極用配線であり、プラス電極２とは対を成すように接続
されている。４は発光体であり、５は２枚のガラス板の
間隔を保つ為に設け光を透過し難い絶縁スペーサ膜であ
る。６はマイナス電極を形成するガラス板である。７は
マイナス電極である。８はマイナス電極用配線であり、
マイナス電極７とは対を成すように接続されている。９
はマイナス電極側に設けた反射膜である。
【００１１】以上の構成において、図１はプラス電極１
とマイナス電極７の間に電圧を印加していない状態であ
り、発光体４は発光していない。図２はプラス電極１と
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マイナス電極７の間に電圧を印加した状態であり、発光
体４に電流が流れ発光体４が発光し、発光した光は電極
２、７およびガラス板１，６を透過し、また一部は反射
膜１０によって反射されて外部に拡散する。
【００１２】図３および図４の構成ではプラス電極用配
線３およびマイナス電極用配線８に電圧を掛けて電流を
流すと、プラス電極２およびマイナス電極７の間に電流
が流れ、発光体４が発光する。矢印Ａ側に出た光は透過
可能なプラス電極２およびガラス板１を透過してパネル
正面の外部に照射される。また同時に、矢印Ｂ側に出た
光は透過可能なマイナス電極７およびガラス板６を透過
して反射膜１０の表面で反射し、再びガラス板４を透過
し、マイナス電極７と発光体４とプラス電極２およびガ
ラス板１を透過し、同様にパネル正面の外部に照射され
る。
【００１３】図５および図６の構成ではプラス電極用配
線３およびマイナス電極用配線８に電圧を掛けて電流を
流すと、プラス電極２およびマイナス電極７の間に電流
が流れ、発光体４が発光する。矢印Ａ側に出た光は透過
可能なプラス電極２およびガラス板１を透過してパネル
正面側の外部に照射される。また同時に、矢印Ｂ側に出
た光は反射膜９の表面で反射し、発光体４とプラス電極
２およびガラス板１を透過し、パネル正面側の外部に照
射される。
【００１４】図７の構成ではプラス電極用配線３および
マイナス電極用配線８に電圧を掛けて電流を流すと、プ
ラス電極２およびマイナス電極７の間に電流が流れ、発
光体４が発光する。矢印Ａ側に出た光は透過可能なプラ
ス電極２およびガラス板１を透過してパネル正面側の外
部に照射される。また同時に、矢印Ｂ側に出た光は反射
膜９の表面で反射し、絶縁スペーサ膜５で遮蔽されなが
ら、発光体４とプラス電極２およびガラス板１を透過
し、パネル正面側の外部に照射される。
【００１５】また、図８の構成ではプラス電極用配線３
およびマイナス電極用配線８に電圧を掛けて電流を流す
と、プラス電極２およびマイナス電極７の間に電流が流
れ、発光体４が発光する。矢印Ａ側に出た光は透過可能
なプラス電極２およびガラス板１を透過してパネル正面
側の外部に照射される。また同時に、矢印Ｂ側に出た光
は透過可能なマイナス電極７およびガラス板６を透過し
て反射膜１０の表面で反射し、再びガラス板４を透過
し、絶縁スペーサ膜５で遮蔽されながら、マイナス電極
７と発光体４とプラス電極２およびガラス板１を透過
し、パネル正面側の外部に照射される。
【００１６】
【発明の効果】本発明の無機又は有機ＥＬパネルの構造
によると発光体から発せられた光を効率良くパネル正面
に誘導し、光量の無駄が少ない。また、隣接する発光体
に各々所定の電圧を印加して制御でき、パネル内部で発
光色の干渉がないので、鮮明な画像等を表示する手段と
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して有効である。また、パネルの裏面側に発光した光が
漏れることおよび、パネルの裏面側から外光がパネルに
進入することを防止でき、鮮明な画像を表示することが
できる。更に極めて薄形の表示装置を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＥＬパネル発光原理図の非通電状態で
ある。
【図２】本発明のＥＬパネル発光原理図の通電状態であ
る。
【図３】本発明のＥＬパネル背面のガラス板に反射膜を
設けた構造図の部分拡大図である。
【図４】本発明のＥＬパネル背面のガラス板に反射膜を
設けた構造図である。
【図５】本発明のＥＬパネルの電極表面に反射膜を設け
た構造図の部分拡大図である。 *
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*【図６】本発明のＥＬパネルの電極表面に反射膜を設け
た構造図である。
【図７】本発明のＥＬパネル背面のガラス板に反射膜を
設けた構造図である。
【図８】本発明のＥＬパネルの電極表面に反射膜を設け
た構造図である。
【図９】本発明のＥＬパネル配線構造図の部分斜視図で
ある。
【符号の説明】
１…ガラス板、  ２…プラス電極、  ３…プラス電極用
配線、  ４…発光体、５…絶縁スペーサ膜、  ６…ガラ
ス板、  ７…マイナス電極、  ８…マイナス電極用配
線、  ９…反射膜、  １０…反射膜、  １１…接着剤、
  １２…絶縁膜、１３…オーバーコート膜、  １４…ブ
ラックマトリックス、  １５…カラーフィルタ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
【図７】
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